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第１章 総則 

第１節 計画策定の背景及び目的 

平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災では、膨大な災害廃棄物の発生に加え、津波による

処理の困難性が加わり、廃棄物の処理や生活基盤の再建に多大な影響を及ぼした。また、近年、自

然災害が多発・激甚化しており、全国各地で大規模地震や集中豪雨により膨大な災害廃棄物が発生

している状況であり、本市においても広い地域が強い揺れに襲われたり、浸水することが予測され

ている。 

このような災害で発生する災害廃棄物は、種々の廃棄物が混合した処理しづらい性状のものが一

時に大量に発生すること、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生じさせるおそれがあること、

仮置場における火災発生のおそれが大きいこと等から適正かつ円滑・迅速に処理なければならない。 

また、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しするとともに感染症発生等の二次被害を防

止する必要もある。 

新潟県においても、「新潟県地域防災計画」（平成 31 年３月修正）に内包する形で災害廃棄物処

理計画を定め、発災後の対応や災害廃棄物対策に係る取組を推進している。 

以上のことから本市では、復旧・復興の妨げとなる災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理する

ことを目的として、「糸魚川市災害廃棄物処理計画」（以下「本計画」という。）を策定する。 

今後は、本計画をもとに災害廃棄物処理に係る関係主体との情報共有と教育・訓練を重ね、災害

廃棄物処理の対応能力の向上を図る。 

 

第２節 計画の位置付け 

 本計画の位置付けは、図表１－１に示すとおりである。 

環境省では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部改正（平成 27 年７

月 17 日公布）、廃棄物処理法の基本方針への災害廃棄物対策事項の追加等の制度的な対応を行い、

さらに、東日本大震災等の近年発生した災害で得られた様々な経験や知見を踏まえ、平成 30 年３

月には災害廃棄物対策指針を改定する等、地方公共団体における災害対応力強化のための取組を進

めている。 

本計画は「災害廃棄物対策指針」（平成 30 年３月、環境省）に基づき、「新潟県災害廃棄物処理

計画（新潟県地域防災計画に内包）、「糸魚川市地域防災計画」（平成 25年７月、糸魚川市）、「第２

次糸魚川市一般廃棄物処理基本計画」（令和２年３月、糸魚川市）等の関連計画と整合を図りつつ、

災害廃棄物等の処理に関する基本的な考え方や処理方法等を示すものである。 

 

 本計画では、地震災害、風水害その他自然災害を対象とする。 

地震災害については地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火災や爆発な

どにより生ずる被害を対象とする。 

風水害については、竜巻等の風による被害の他、大雨、台風、雷雨等による多量の降雨によって

生ずる洪水、浸水、冠水、土石流、山崩れ、崖崩れ等の被害を対象とする。 
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図表１－１ 本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の対象 

 1 対象とする廃棄物 

 災害時には、通常生活で家庭から排出される生活ごみ及び事業活動に伴って排出される廃棄

物の処理に加えて、避難所ごみや仮設トイレ等のし尿、災害廃棄物（片付けごみを含む）の処

理が必要となる。本計画で対象とする廃棄物及びその性状は図表１－２～図表１－５に示すと

おりである。 

ただし、事業系廃棄物は、廃棄物処理法第 22 条に基づく国庫補助の対象となった事業者の

事業所で災害に伴い発生したものを除き、原則、事業者が処理を行うものとする。 

また、火山噴火が発生すると大量の火山灰の発生が懸念されるが、火山灰は廃棄物処理法に

おける廃棄物に該当しない。災害時においては、宅地に降った火山灰は、所有者又は管理者が

対応することが原則である。しかし、火山灰と災害廃棄物が混合状態となり、分離が難しくな

るなど、一般の市民では対応が困難な場合においては、国や県と協議して指示を得ながら庁内

他部局と連携して処理を行うものとする。 

 

廃棄物処理法 災害対策基本法 
（復興段階では大規模災害復興法） 

防災基本計画 
（復興段階では復興基本方針） 

環境省防災業務計画 

■■災害に係る 

糸魚川市災害廃棄物処理実行計画 

廃棄物処理施設 

整備計画 

災害発災後 

糸魚川市 

防災計画 

糸魚川市一般廃棄物 

処理基本計画 

糸魚川市 

大規模災害発生時における 

災害廃棄物対策行動計画 

新潟県 

地域防災計画 
新潟県 

廃棄物処理計画 

新潟県 

災害廃棄物対策指針 

糸魚川市災害廃棄物処理計画 

新潟県災害廃棄物処理計画 

大規模 

災害発災後 

災害発災後 

■■災害に係る 

新潟県災害廃棄物処理実行計画 

■■災害に係る 

災害廃棄物処理指針 

基本方針 
（環境大臣） 
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図表１－２ 本計画で対象とする廃棄物 

 

災害時に発生する 

廃棄物の種類 
概要 

本計画

の対象 

一 般

廃 棄

物 

し尿 
被災施設の仮設トイレからのし尿 ○ 

通常家庭のし尿  

生活ごみ 
被災した住民の排出する生活ごみ ○ 

通常生活で排出される生活ごみ  

避難所ごみ 避難施設で排出される生活ごみ ○ 

災害廃棄物 

道路啓開や救助捜索活動に伴い生じる廃棄物 ○ 

損壊家屋等から排出される家財道具（片付けごみ） ○ 

損壊家屋等の撤去等で発生する廃棄物  ○ 

その他、災害に起因する廃棄物 ○ 

事業系 

一般廃棄物 

被災した事業所からの廃棄物 ○ 

事業活動に伴う廃棄物（産業廃棄物を除く。）  

産業廃棄物 
廃棄物処理法第２条第４項に定める事業活動に伴って生じた

廃棄物  

 

※生活ごみ、避難所ごみ及びし尿（仮設トイレ等からの汲み取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水は除く）は災害

等廃棄物処理事業費補助金の対象外である。 

 

 

図表１－３ 被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物 

 

名称 特徴等 写真 

し尿 発災後に設置した仮設トイレ等か

らの汲み取りし尿が発生する。 

  

生活ごみ 住民の生活に伴い発生するごみで

被災の程度が小さかった地域から

も普段どおりに発生する。 

  

避難所ごみ 開設した避難所から発生するごみ

で、支援物資の消費により発生す

るため、容器包装に係るものや衣

類等が多く含まれる。 

 
 

出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～添付資料 災害廃棄物の種類」（2016年３月、環境省） 

「災害廃棄物対策フォトチャンネル」（環境省） 

「災害廃棄物対策指針（改訂版）」（平成 30年３月、環境省）  
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図表１－４（１） 災害廃棄物の種類 

 

名称 特徴等 写真 

可燃物/可

燃系混合物 

繊維類、紙、木くず、プラスチック

等が混在した可燃系の廃棄物。可燃

物の腐敗・発酵が進むと内部の温度

が上昇し火災発生の恐れがある。 

  

木くず 柱・梁・壁材であり、リサイクル先

に搬出するためには、釘・金具等の

除去が必要。火災防止措置を検討す

る必要がある。 

  

畳・布団 被災家屋から搬出される畳・布団で

あり、被害を受け、使用できなくな

ったもの。破砕機で処理するのに時

間を要する。腐敗が進行すると悪臭

を発する。 
  

不燃物/不

燃系混合物 

分別することができない細かなコン

クリートや木くず、プラスチック、

ガラス、土砂（土砂崩れにより崩壊

した土砂等）、屋根瓦などが混在し、

概ね不燃系の廃棄物。 
  

コンクリー

トがら等 

コンクリート片やコンクリートブロ

ック、アスファルトくずなど。リサ

イクル先に搬出するためには、可燃

物・鉄筋類の除去・破砕等が必要。 

  

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など。スチー

ル家具等が含まれる。 

  

※上記は選別後の分類であり、災害時には上記のものが混合状態で発生する場合が多い。 

出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～添付資料 災害廃棄物の種類」（2016年３月、環境省） 

「災害廃棄物対策フォトチャンネル」（環境省） 

「災害廃棄物対策指針（改訂版）」（平成 30年３月、環境省） 
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図表１－４（２） 災害廃棄物の種類 

 

名称 特徴等 写真 

廃家電等

（家電４品

目や小型家

電等） 

被災家屋から排出される家電４品目

（テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エ

アコン、冷蔵庫・冷凍庫）や小型家

電等で、災害により被害を受け使用

できなくなったもの。 
  

腐敗性廃棄

物 

被災冷蔵庫等から排出される水産

物、食品、水産加工場や飼肥料工場

等から発生する原料及び製品など。 

  

有害廃棄物

/危険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃

棄物、化学物質、フロン類・ＣＣＡ

（クロム銅砒素系木材保存剤使用廃

棄物）・テトラクロロエチレン等の有

害物質、医薬品類、農薬類の有害廃

棄物。太陽光パネルや蓄電池、消火

器、ボンベ類などの危険物等。 
  

廃自動車等 自然災害により被害を受け使用でき

なくなった自動車、自動二輪車、原

動機付自転車。 

 

 

その他、適

正処理が困

難な廃棄物 

ピアノ、マットレス等の地方公共団

体の施設では処理が困難なもの（レ

ントゲンや非破壊検査用の放射線源

を含む）、漁網、石膏ボード、塩ビ管、

廃船舶（災害により被害を受け使用

できなくなった船舶）など。   

※上記は選別後の分類であり、災害時には上記のものが混合状態で発生する場合が多い。 

出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～添付資料 災害廃棄物の種類」（2016年３月、環境省） 

「災害廃棄物対策フォトチャンネル」（環境省） 

「災害廃棄物対策指針（改訂版）」（平成 30年３月、環境省） 
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図表１－５（１） 災害廃棄物の性状 

 

種類 廃棄物の性状 写真 

地震 ○ 片付けごみや損壊した

家屋の撤去（必要に応じ

て解体）に伴う廃棄物が

主となる。 

○ 比較的に性状がきれい

な廃棄物が排出される。 

○ 住民に対する広報や分

別指導によって排出を

コントロールできれば、

比較的分別された状態

で排出される。 

片付けごみ 

 

損壊家屋 

 

津波 ○ さまざまな種類の廃棄

物がミンチ状に混ざっ

た混合廃棄物が多く発

生し、泥・ヘドロ状、シ

ルト分を含む津波堆積

物も混合している。 

○ 海水の影響により、含水

率が高く、塩分を含む。 

○ 変形した自動車や家電

等が排出される。 

混合廃棄物 

 

混合廃棄物 

 

水害 ○ 含水率が高く、土砂分を

含む廃棄物が排出され

る。 

○ コントロールできれば、

比較的分別された状態

で排出される。 

○ 水分を含んだ畳、動かな

くなった家電や自動車

等が排出される。 

水分を多く含む畳 

 

泥で汚れた家電類 

 

土砂 

災害 

○ 含水率が高く、土砂分を

含む廃棄物が排出され

る。 

○ 洪水によりなぎ倒され

た根っこが着いたまま

の樹木等が発生する。 

土砂に埋もれた家屋 

 

流出した樹木 
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図表１－５（２） 災害廃棄物の性状 

 

種類 廃棄物の性状 写真 

竜巻 ○ さまざまな種類の廃棄

物がミンチ状に混ざっ

た混合廃棄物が多く発

生する。 

○ 倒木被害等による生木

（抜根木も含む）の割合

が多い。 

混合廃棄物 

 

倒木樹木 

 

大雪 ○ 倒壊した農業用ハウス・

果樹用ハウス等が排出

される。 

○ その他、積雪によって倒

壊した建物からの廃棄

物の発生が想定される。

（水分を多く含む可能

性がある。） 

農業用ハウス 

 

 

大規模

火災 

○ 焼け焦げた廃棄物が排

出される。 

○ 泥状にまみれた水分の

多い廃棄物が排出され

る。 

泥状にまみれた水分の多い廃棄物 

  

火山 ○ 火山・有毒ガスにより腐

食した自動車や家電等

が排出される。 

○ 灰にまみれた廃棄物等

が排出される。 

○ 岩石等による破損した

ものが排出される。 

腐食した自動車 

 

排出された家電 

 

出典：「災害廃棄物対策フォトチャンネル」（環境省） 
「震災伝承館」（東北地方整備局ホームページ） 
「つくば市で発生した竜巻による災害廃棄物とその処理」（(独)国立環境研究所） 
「平成 12年（2000年）三宅島噴火災害の記録」（平成 20年 2月、東京都三宅村）をもとに作成 
「糸魚川市駅北大火で発生した災害廃棄物処理に係る現地視察レポート」（国立環境研究所） 
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 ２ 被害想定に基づく災害廃棄物の発生量 

本市に甚大な被害をもたらすと想定される「内陸の地震(直下型地震)」に伴い発生する災害

廃棄物の発生量を被害想定※に基づき推計した結果は、図表１－６に示すとおりである。「内

陸の地震(直下型地震)」では最大で約64万トンにも上る災害廃棄物が発生すると推計される。

本計画は、そのような膨大な量の災害廃棄物が発生する可能性のあることを前提に必要な対応

を定めたものである。なお、水害については、地震と比較して被害地域が限定的であることか

ら、本計画では地震災害時の発生量を最大とみなして対応を検討している。 

 

※出典：「災害廃棄物発生量推計」（令和２年８月、新潟県糸魚川市市民部環境生活課） 

 

図表１－６ 直下型地震に伴う災害廃棄物等の発生量（推計） 

 

分類 区分・内訳 発生量 

損壊家屋等の撤去等に伴い生じる 

廃棄物（トン） 

がれき類 308,064 

木くず 136,856 

瓦・陶器・ガラス・タイル 27,262 

金属くず 11,450 

石膏ボード 15,267 

廃プラスチック 3,271 

畳 6,543 

可燃残渣 1,636 

不燃残渣 27,807 

その他残渣 7,088 

小計 545,244 

片付けごみ（トン/年）※「損壊家屋等の撤去等に伴い生じる廃棄物」の外数 96,220 

合  計 641,464 

  

避難所ごみ（トン/日） 初動期（発災から３日後） 17.6 

し尿（kL/日） 初動期（発災から３日後） 38.2 

 

 

第４節 各主体の役割 

 １ 本市 

 災害廃棄物は一般廃棄物に位置付けられるものであり、その処理は、本市が主体となって処

理を行う。本市は、平時から災害時の対応について協議し、協力・連携体制を構築し、訓練等

を通じて体制整備を図る。 

本市が被災していない場合は、被災市町村からの要請に応じて、人材及び資機材の応援を行

うとともに、被災地域の災害廃棄物の受入を積極的に行う。 
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 ２ 新潟県 

 新潟県は、処理主体である本市が適正に災害廃棄物の処理を行えるよう、被害状況や対応状

況等を踏まえた技術的支援や各種調整を行う。 

 また、災害により甚大な被害を受けて本市の廃棄物所管部署の執行体制が喪失した場合など、

地方自治法（昭和 22年、法律第 67号）第 252条の 14の規定に基づき、本市が新潟県へ事務

の委託を行った場合には、本市に代わって、新潟県が直接、災害廃棄物の処理の一部を担うこ

とがある。 

 

 ３ 事業者 

 事業者は、事業所から排出される廃棄物の適正処理と円滑かつ迅速な処理に努める。本市と

災害時の協力協定を締結している関係機関・関係団体は、本市の要請に応じて速やかに支援等

に協力する等、その知見及び能力を活かした役割を果たすよう努める。また、危険物、有害物

質等を含む廃棄物その他の適正処理が困難な廃棄物を排出する可能性のある事業者は、これら

の適正処理に努める。 

 

 ４ 市民・災害ボランティア 

 本市が災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理することができるよう、市民及び災害ボラン

ティアは片付けごみ等の災害廃棄物の排出段階での分別の徹底等を行うよう努める。 

発災後のボランティア活動が滞りなく展開できるよう、糸魚川市社会福祉協議会との連携を

強化するとともに、ボランティアの受け入れ体制や役割分担を進める。また災害ボランティア

は、本市や社会福祉協議会と連携して被災家屋の後片付け等の被災者支援を行う。 

 

 

第５節 処理目標期間の設定 

 １ 生活ごみ・避難所ごみ・し尿 

 災害時は、まず生活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬・処理を優先する。発災後、廃棄物

処理体制に係る支障を確認し、支障がある場合はそれを除去し、速やかに生活ごみ・避難所ご

み・し尿の収集・処理を再開する。 

 

 ２ 災害廃棄物 

 早期の復旧・復興に向け、災害廃棄物の処理は可能な限り早期の完了を目指す。 

腐敗性の廃棄物は初動期において最優先で処理する。 

木材、金属くず、コンクリートがら、廃家電、廃自動車は、仮置場の空きスペースを確保す

るためにも早急に処理先へ搬出して処理する。 

処理目標期間は、災害の規模や災害廃棄物の発生量に応じて適切に設定するが、大規模災害

においても３年以内の処理完了を目指す。なお、処理期間について国の指針が示された場合は、

その期間との整合性を図り設定する。 
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第６節 災害廃棄物処理の基本方針 

災害時においても、できる限り平時に近い状態で廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理し、公衆衛

生と環境保全を確保するため、次の災害廃棄物処理の基本方針を踏まえ、具体的な取組を進めてい

く。災害が発生した場合は、この基本方針に基づき、その災害の規模や特徴等を踏まえ、速やかに

具体的な処理方針を定める。 

 

図表１－７ 災害廃棄物処理の基本方針 

 

１ 適切かつ迅速な処理 市民の生活再建の早期実現を図るため、変化する状況に対応

しながら、迅速な処理を行う。本市は、処理期間を定め、広

域での処理が必要な場合は、県と協力して周辺や広域での処

理を進める。 

２ リサイクルの推進 徹底した分別・選別により可能な限り再生利用を推進し、埋

立処分量の削減を図る。再資源化したものは資材として有効

活用する。 

３ 環境に配慮した処理 災害時においても周辺環境に配慮し、適正処理を推進する。 

４ 衛生的な処理 生活ごみや避難所ごみ、し尿の処理を最優先とする。災害廃

棄物については、有害性や腐敗性を踏まえ、処理の優先度の

高いものから迅速に撤去及び処理を進める。 

５ 安全作業の確保 住宅地での撤去作業や仮置場での搬入・搬出作業等において

周辺住民や処理従事者の安全の確保を徹底する。 

６ 経済性に配慮した処理 公費を用いて処理を行う以上、最小の費用で最大の効果が見

込める処理方法を選択する。 

７ 関係機関・関係団体や 

市民、事業者、災害ボラン

ティアとの協力・連携 

早期の復旧・復興を図るため、国、県、他市町村、一部事務

組合、関連機関・関係団体等と協力・連携して処理を推進す

る。 

また、市民や事業者、災害ボランティアにさまざまな情報を

提供し、理解と協力を得て処理を推進する。 

 

 

第７節 発災後における災害廃棄物処理実行計画の策定 

発災後は、被害状況を踏まえて、必要に応じて災害廃棄物処理実行計画を策定する。災害廃棄物

処理実行計画は、関係者と情報を共有しながら処理の全体像を整理して策定する。災害廃棄物処理

実行計画には、処理方針、発生量、処理体制、処理スケジュール、処理方法、処理フロー等を具体

的に示す。 

災害廃棄物処理実行計画は、処理の進捗等の状況に応じて見直し、改定していくものとする。な

お、災害廃棄物処理実行計画は、処理業務の発注や補助金事務に係る資料として用いることができ

る。 
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第８節 災害時における廃棄物対応の流れ 

  生活ごみ、避難所ごみ、し尿を含む、災害時において発生する廃棄物対応の大まかな流れを示

す。 

 

図表１－８ 災害時における廃棄物対応の流れ 

 

 

 

 

図表１－９ 発災後の時期区分と特徴 

 

発災後の時期区分 時期の目安 時期の特徴と区の主な対応項目 

初動期 

発災 

～３日後 

程度 

人命救助が優先される時期 

体制整備、被害状況の確認、必要資機材の確保等を行う時

期。 

【対応項目】 

 組織体制･指揮命令系統の確立,被害状況の確認 

 収集運搬･処理体制の構築,収集計画の周知 

組織体制・処理体制の確立

被害状況の把握・処理施設の復旧

支
援
要
請

・
受
援
体
制
の
構
築

災害廃棄物処理実行計画の策定・処理の進捗管理

生活ごみ・避難所ごみに係る対応

し尿に係る対応

片付けごみの対応

建物撤去・解体等

仮
置
場
の
管
理

環
境
対
策

貴
重
品

・
思
い
出
の
品
対
応

広
報

・
渉
外
等

予
算
措
置

・
契
約
事
務
等

初
動
期

応
急
対
応
（前
半
）

【目安】
３日後

【目安】
３週間後

応
急
対
応
（後
半
）

復
旧
・復
興
期

【目安】
３ヵ月後
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応急対応期（前半） 

発災数日 

～３週間 

程度 

避難所生活が本格化する時期 

主に優先的な処理が必要な災害廃棄物を処理する時期 

【対応項目】 

 災害廃棄物発生量（概略値）の推計,処理方針の策

定 

 生活ごみ･避難所ごみの収集･処理の開始 

 片付けごみの収集方法に係る周知,片づけごみの回

収開始 

応急対応機（後半） 

発災数週間 

～３ヶ月 

程度 

人や物の流れが回復する時期 

災害廃棄物の本格的な処理に向けた準備を行う時期 

【対応項目】 

 災害廃棄物処理実行計画の策定 

 片付けごみの適正処理の推進 

 損壊家屋等の撤去等の申請受付開始 

復旧･復興期 
発災数ヶ月 

～３年程度 

避難所生活が終了する時期 

一般廃棄物処理の通常業務化が進み、災害廃棄物の本格的

な処理を行う時期 

【対応項目】 

 災害廃棄物処理実行計画に基づく進捗管理 

 損壊家屋等の撤去等,災害廃棄物の適正処理の推進 

出典：「災害廃棄物対策指針（改定版）を元に一部加筆・修正」（平成 30年 3月、環境省） 

 

（1）組織体制・処理体制の確立 

廃棄物部局が中心となり、廃棄物処理のための組織体制及び処理体制を確立する。庁内の組

織体制の確立に当たっては、庁内で職員の応援を受けることも含め、災害対策本部や建設・土

木部局等の関係部局と連携する。 

 

（2）被害状況の把握・処理施設の復旧 

災害対策本部が集約する損壊家屋の被害棟数（全壊、半壊、床上浸水、床下浸水）を把握す

る。 

また廃棄物処理施設の被災状況を確認し、廃棄物処理施設が被災している場合には、復旧作

業を実施又は依頼する。 

 

（3）生活ごみ・避難所ごみに係る対応、し尿に係る対応 

平時と同様に生活ごみを収集し、焼却施設へ運搬して処理を行うとともに、避難所ごみにつ

いても同様の対応を行う。また使用済みの携帯トイレ・簡易トイレへの対応や、仮設トイレが

設置された場合にはその設置場所を把握し、し尿の汲み取り・処理を行う。 

 

（4）片付けごみへの対応 

市民が自宅を後片付けすることによって生じる家具・家財や廃家電等の廃棄物を仮置場で保

管し、処理先へ搬出する。片付けごみが道路上に排出された場合には、パッカー車や平ボディ

車により収集し、一次仮置場まで運搬する。 
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（5）災害廃棄物処理実行計画の策定・処理の進捗管理 

災害発生時には災害廃棄物処理計画に基づき被害の状況を速やかに把握し、必要に応じて災

害廃棄物処理実行計画を策定する。また災害廃棄物処理の進捗管理を行う。県は災害廃棄物処

理実行計画策定のための技術的支援を行う。 

 

（6）建物撤去・解体等 

建設・土木部局や建設事業者等と連携し、災害によって損壊した家屋の撤去（必要に応じて

解体）を行う。撤去等は、倒壊のおそれのある家屋を優先する等、優先順位をつけて作業を進

める。 

 

（7）支援要請・受援体制の構築 

人員や必要な資機材が不足する場合には、協定等を活用して他市町村や県、民間事業者等へ

支援を要請する。被災自治体の廃棄物部局は支援を受け入れるための体制（受援体制）を構築

する。 

 

（8）仮置場の管理 

被災現場から搬出されてくる災害廃棄物を分別して仮置きし、焼却処理・リサイクル・最終

処分ができるよう選別や破砕等を行う。 

 

（9）環境対策 

災害廃棄物の積み上げに伴う蓄熱火災の発生防止や粉じん・騒音・振動、悪臭・害虫対策等、

必要な環境対策を行う。 

 

（10）貴重品・思い出の品対応 

廃棄物の中から貴重品が出てきた場合には警察に届け出る。思い出の品は適切に保管し、持

ち主に返却する。 

 

（11）広報・渉外等 

災害廃棄物の排出方法や分別に関して、市民や事業者へ広報を行う。また支援を受け入れた

り、処理を依頼するために、支援者や処理先との交渉を行う。 

 

（12）予算措置・契約事務 

災害廃棄物処理のための事業費を確保する。また処理事業者との契約事務を行う。 
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第９節 災害時に発生する廃棄物の処理の流れ 

１ 生活ごみ・避難所ごみの処理の流れ 

被災地域における生活ごみ及び避難所ごみを平時と同様の区分で収集し、処理施設へ搬入して処

理する。焼却施設や不燃ごみ処理施設等から生じる焼却残さや不燃残さ等を最終処分する。 

 

 

図表１－１０ 生活ごみ・避難所ごみの処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

他都道府県
（広域支援）
中間・最終処理
の施設

生活ごみ 避難所ごみ

分別排出・収集

不燃ごみ 可燃ごみ 資源ごみ

粗大ごみ
処理施設

焼却施設

灰溶融
処理施設

回収・
再利用

回収・
再利用
（鉄・アル

ミニウム）

最終処分場

生成・回収
（スラグメタル）

中間処理業者 

ばいじん 

 

地元セメント会社 
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 ２ し尿処理の流れ 

   汲み取りし尿はし尿処理施設へ運搬して処理する。携帯トイレ等は焼却施設へ搬入して焼

却処理する。 

 

図表１－１１ し尿処理の流れ 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害用トイレ
（携帯トイレ等）

ごみ集積所または避難所
（戸別収集が可能な場合は利用）

仮設トイレ

焼却施設
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公共下水道直結方式

し尿処理施設

下水処理場

放流最終処分場

衛生上分別して
排出する

収集・運搬
平ボディ車
またはダンプ
車

施設で処理し
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率が良い場合
のみ

バキューム車 バキューム車

水分

固形分

固形分 固形分

埋立処分

水分

避難所周辺や
公園等の指定場所

下
水
道

再資源化 

希釈放流 

セメント工場 
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 ３ 災害廃棄物の処理の流れ 

   市民が自宅の片付けを行った際に排出される片付けごみや損壊家屋の解体に伴い発生した

解体がれきは、処理先への搬出までの間、一次仮置場で分別した上で一時的に保管する。必

要に応じて二次仮置場、仮設処理施設、資源化物一時保管場所を設置し、管理する。一次仮

置場から搬入される廃棄物を破砕・選別し、資源化や焼却等を行う。再資源化できない廃棄

物は最終処分する。 

 

 

図表１－１２ 災害廃棄物処理の流れ 

  

 

図表１－１３ 仮置場等の説明 

 

用語 説明 

一次仮置場 市民が直接持込みした災害廃棄物を集積し、分別後、処理施設又は二次仮置場

まで搬出するまでの間、保管するため本市が設置する仮置場。 

二次仮置場 一次仮置場の災害廃棄物を、再度分別した後、破砕又は焼却等の処理をするま

での間保管する仮置場で仮設の破砕処理施設や資源物の一時保管場所を併設す

ることもある。 

市民
市民

市民

他都道府県
（広域支援）

一次仮置場

二次仮置場

（仮設処理施設）

粗大処理施設 民間処理施設

破砕処理施設

資源化施設

資源化物
一次保管場所

公共焼却施設 民間焼却施設

焼却施設

最終処分場 処理施設等

建物解体現場

公共焼却施設 

焼却灰 地元セメント会社 ばいじん 

中間処理 民間処理施設 
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第２章 組織体制・情報共有 

第１節 組織体制の確立 

災害時は、本計画及び地域防災計画に基づき、災害廃棄物処理の組織体制を構築し、指揮

系統を確立する。地域防災計画に基づく災害対策本部及び関係各部、一部事務組合、協定締

結事業者等と情報共有し、連携して対応する。 

 

図表２－１ 災害廃棄物処理に係る各班・担当の業務内容 

 

班 業務内容 
各業務の

担当課 

連携する 

関係他部 

想定 

人員 

総務 職員の参集状況の確認と配置の決定 環境生活

課環境係 

総務課 ６名 

指揮命令、総括及び調整会議の運営 

災害対策本部、各班・担当との連絡調整 

災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害廃棄物の発生量の把握と要処理量の推計 

・必要な仮置場の面積や施設の処理能力の把握 

全般に関する進行管理 

その他業務 

予算管理（要求、執行） 環境生活

課環境係 

財政課 

業務の発注状況の管理 

国庫補助のための災害報告書の作成 

関係行政機関との連絡調整、協議、情報提供 環境生活

課環境係 

総務課 

民間事業者との連絡調整、協議、情報提供 

市民や災害ボランティア等への広報 環境生活

課環境係 

福祉事務

所 

総務課 

市民や災害ボランティア等からの問合せ、苦情対応 

処理業の許可及び施設の許可 環境生活

課環境係 

- 

資源

管理 

一次仮置場の確保・設置 環境生活

課環境係 

- １０名 

一次仮置場の管理・運営 

処理施設の被害情報の把握 環境生活

課環境

係・衛生

施設係 

ガス水道局 

処理施設の復旧 

被災施設の代替処理施設の確保 

必要資機材の確保・管理 

処理 避難所ごみの収集運搬、処理 環境生活

課環境

係・衛生

施設係 

総務課 

企画定住課 

財政課 

市民課 

福祉事務所 

商工観光課 

建設課 

農林水産課 

６名 

し尿の収集運搬、処理 

道路啓開に伴う廃棄物対応 

公共施設の解体対応 

家屋撤去対応（窓口業務、り災証明交付業務との連

携、撤去現場立会い） 

災害廃棄物の収集・運搬、処理 

最終処分に関する調整 
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班 業務内容 
各業務の

担当課 

連携する 

関係他部 

想定 

人員 

復興資材利用先に関する調整、選別後物の品質管

理 

都市政策課 

教育委員会 

ガス水道局 

能生事務所 

青海事務所 

処理困難物の処理 

処理に関する進行管理（処理済量、搬出予定量） 

民間事業者の指導 

不法投棄、不適正排出対策 

仮置場における環境モニタリング 

受援 支援の受入管理（学識経験者、他自治体、事業者団

体等）、受援内容の記録 

環境生活

課環境係 

消防本部 ４名 

受け入れた支援の配置先管理、支援側と受援側の

マッチング 

※各業務に必要な人数は、時間の経過とともに変わるため、人員の配置や体制は随時見直しを行う必要がある。 

※平時及び災害時の各業務に対応する課は同様とする。 

 

第２節 情報収集・連絡 

（1）災害時 

○ 平時において確保した連絡手段を用いて災害廃棄物処理に必要な情報を入手する。 

 

図表２－２ 収集が必要な情報と入手する時期 

 

分類 収集が必要な情報 時期 入手先 

生活ごみ・ 

避難所ごみ 

避難所・医療救護所の開設場所、開設数、避難所・

医療救護所毎の避難者数 

初動～ 市民課 

避難所ごみの発生量（推計値） 初動～ 市民課 

環境生活課 

道路の被災状況、道路啓開の状況、復旧の状況 初動～ 建設課 

農林水産課 

能生事務所 

青海事務所 

都市政策課 

ごみ収集運搬車両の被災状況と稼動台数 初動～ 環境生活課 

収集運搬委託

事業者 

ごみ集積所（ごみステーション）の状況 

（ごみの排出状況） 

初動～ 環境生活課 

一般廃棄物処理施設の被災状況と稼動可否、 

復旧見通し 

初動～ 環境生活課 

最終処分場の被災状況と搬入可否、復旧見通し 初動～ 環境生活課 

し尿 避難所・医療救護所の開設場所、開設数、避難所・

医療救護所毎の避難者数 

初動～ 市民課 

健康増進課 

消防本部 

仮設トイレの設置場所、設置数、不足数 初動～ ガス水道局 

環境生活課 
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分類 収集が必要な情報 時期 入手先 

道路の被災状況、道路啓開の状況、復旧の状況 初動～ 建設課 

農林水産課 

能生事務所 

青海事務所 

都市政策課 

下水道施設の被災状況 初動～ ガス水道局 

し尿処理施設の被災状況、搬入可否、復旧見通し 初動～ 環境生活課 

し尿収集必要量（推計値） 初動～ 環境生活課 

し尿等収集運搬車両の被災状況と稼動台数 初動～ 環境生活課 

収集運搬委託

事業者 

災害廃棄物 道路の被災状況、道路啓開の状況、復旧の状況 初動～ 建設課 

農林水産課 

能生事務所 

青海事務所 

都市政策課 

建物の被災状況 

（全壊、半壊、焼失棟数、床上浸水、床下浸水） 

初動～ 建設課 

都市政策課 

一般廃棄物処理施設の被災状況と稼動可否、 

復旧見通し 

初動～ 環境生活課 

最終処分場の被災状況と搬入可否、復旧見通し 初動～ 環境生活課 

空地の被災状況 初動～ 環境生活課 

一次仮置場の情報（設置場所、面積、逼迫状況等） 初動～ 環境生活課 

重機、収集運搬車両等の確保状況 初動～ 環境生活課 

収集運搬委託

事業者 

建物の撤去等の状況（撤去棟数、撤去済棟数） 応急～ 建設課 

都市政策課 

災害廃棄物の発生量、広域処理必要量 応急～ 環境生活課 

一次仮置場の災害廃棄物の保管状況 応急～ 環境生活課 

仮置場の管理

委託事業者 

一次仮置場からの災害廃棄物の搬出量、処理量 応急～ 環境生活課 

仮置場の管理

委託事業者 

り災証明書の発行状況 復旧～ 市民課 

二次仮置場の情報（設置場所、面積、逼迫状況等） 復旧～ 環境生活課 

仮置場の管理

委託事業者 

二次仮置場の災害廃棄物の保管状況 復旧～ 環境生活課 

仮置場の管理

委託事業者 
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分類 収集が必要な情報 時期 入手先 

二次仮置場からの災害廃棄物の搬出量、処理量 復旧～ 環境生活課 

仮置場の管理

委託事業者 

※情報を入手する時期の区分は図表１－１１を参照。 

 

（2）平時 

○ 連絡窓口一覧表を作成、随時更新し、県及び他市町村と共有する。 

○ 電話、防災無線（地上系無線、移動系無線、中継用無線）、衛星電話等を調達し、複数

の連絡手段を準備する。また、非常用電源等を確保しておく。 

○ 情報機器及び周辺機器は、水害等の被害に遭わない場所に設置する。 

○ 収集運搬業者、プラントメーカー等の関係者等との災害時の連絡方法を確認する。 

 

第３節 関係主体との協力・連携  

県や県内市町村・一部事務組合、国や専門機関、廃棄物処理事業者等の民間事業者団体等、

各主体との連携体制を構築し、災害廃棄物を処理する。その他、警察、消防、自衛隊等とも連

携して対応に当たる。 

 

図表２－３ 主な関係主体と支援内容 

 

関係主体 支援内容（例） 

県内市町村 ・生活ごみ、避難所ごみ、し尿、災害廃棄物の収集運搬のための人員・車

両の派遣、仮置場や処理施設への収集運搬の実施、処理施設での受入 

・仮置場の受付、災害廃棄物処理の事務作業支援 

・市民窓口対応 

県 ・県内市町村間連携のための調整 

・収集運搬・処理に関する支援要請 

・災害廃棄物処理に関する技術的助言 

・仮置場としての県有地の提供 等 

民間事業者団

体（協定締結事

業者を含む） 

・生活ごみ、避難所ごみ、し尿、災害廃棄物の収集運搬のための人員・車

両の派遣、仮置場や処理施設への収集運搬の実施 

・仮置場の管理・運営、荷下ろし補助、重機等の資機材の提供 

・災害廃棄物の処理（広域処理を含む） 

社会福祉協議

会 

・廃棄物の分別に関する災害ボランティアへの周知 

国・専門機関 ・広域処理に関する調整 

・災害廃棄物処理に関する技術的助言 

・補助金・査定対応等の事務対応に関する指導・助言 

 

（3）県内連携 

災害廃棄物処理のための人員や資機材が不足する等、本市が単独で対応しきれない場

合は、災害支援協定に基づき、県内市町村や県へ支援を要請し、連携して対応する。一部

事務組合は、ごみ処理に係る技術力や経験を活かし、災害廃棄物の処理を行う。 
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（4）事業者との連携 

大量の災害廃棄物が発生した場合、本市の一般廃棄物処理施設で処理しきれないこと、

災害廃棄物処理のための人員や資機材が不足することが想定される。また、災害廃棄物

は、産業廃棄物に類似した性状を有することから、産業廃棄物処理施設を活用して処理

を行う。そのため県を通じて、新潟県産業資源循環協会等の関係団体に要請を行い、災害

廃棄物処理を実施する。 

 

（5）社会福祉協議会との連携 

被災家屋等からの片付けごみを搬出及び運搬する作業は、災害ボランティアの協力が

必要であり、災害ボランティアに対して安全具の装着等の作業上の注意事項や、災害廃

棄物の分別、仮置場の情報を的確に伝えることが重要である。そのため、社会福祉協議会

等が設置した災害ボランティアセンターに情報提供を行い、災害ボランティアへの周知

を図る。 

 

（6）国・専門機関による支援 

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）は、環境省・関東地方環境事務所を

中心とし、国立環境研究所その他専門機関、関係団体から構成され、災害廃棄物処理の支

援体制として設置されている。必要に応じて D.Waste-Net へ人材・資機材の支援を要請

し、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を進める。 

 

第４節 各種協定 

発災後は、県や本市が締結している各種協定に基づき、関係主体と連携を図りながら、適

正かつ円滑・迅速に災害時の廃棄物処理を進める。 

また、平時から本計画や関係主体が実施する演習や訓練等を通じて協定内容の点検・見直

しを行う。 

 

（1）災害時 

○ 各種協定に基づき、協定締結先に必要な支援を要請する。支援要請に当たっては、支

援の実施までに時間を要することも想定されるため、速やかに必要な支援を把握し、

協定締結先に要請する。 

 

（2）平時 

○ 過去の発災時の対応状況や全庁もしくは関係団体と定期的に実施する演習・訓練等の

結果を踏まえ、協定内容の点検・見直しを行う。 

○ 不備な点は、各種協定を所管している部と協議・調整し、適宜協定内容の見直しを行

う。 

 

図表２－４ 自治体間で締結している災害時支援協定 

 

協定名 締結先 連絡窓口 連絡先 

災害時相互応援協定 長野県塩尻市 消防本部 025-552-0119 

上越地方市町村連絡協議会災

害時相互応援協定 

上越市長、十日町市

長、妙高市長 

消防本部 025-552-0119 
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新潟県災害廃棄物等の処理に

係る相互応援に関する協定書 

新潟県及び県内市

町村 

新潟県廃棄物対

策課 

025-280-5160 

相互発展に向けた連携に関す

る協定 

千代田区 消防本部 025-552-0119 

大規模災害時における（チーム

にいがた）による相互応援等に

関する協定書 

チームにいがた 消防本部 025-552-0119 

 

 

図表２－５ 民間事業者団体と締結している災害時支援協定 

※糸魚川市地域防災計画の協定から、特に災害廃棄物処理に関わる協定を以下に抜粋した。 

協定名 締結先 連絡窓口 連絡先 

災害時における応急対策に

関する協定書 

糸魚川市建設業協会 消防本部 025-552-0119 

災害時における応急対策に

関する協定書 

能生建設業協会 消防本部 025-552-0119 

災害時における応急対策に

関する協定書 

青海地区建設業協会 消防本部 025-552-0119 

災害時における応急対策に

関する協定書 

糸魚川市電設業協会 消防本部 025-552-0119 

災害時等における物資の供

給に関する協定書 

㈱レンタルのニッケン糸

魚川営業所 

消防本部 025-552-0119 

災害時等における物資の供

給に関する協定書 

㈱アクティオ 消防本部 025-552-0119 

災害時等における物資の供

給に関する協定書 

㈱カナモト 消防本部 025-552-0119 

災害時の協力に関する協定 東北電力㈱糸魚川営業所 消防本部 025-552-0119 

災害時の応援業務に関する

協定書 

新潟県電気工事工業組合

上越支部 

新潟県電気工事工業組合 

消防本部 025-552-0119 

災害時等における物資の供

給に関する協定書 

㈱ヨシカワ糸魚川営業所 消防本部 025-552-0119 

災害時における糸魚川市と

郵便局の協力に関する協定

書 

日本郵便株式会社糸魚川

市内郵便局 

消防本部 025-552-0119 

災害時における一般廃棄物

の収集運搬に係る救援等に

関する協定 

新潟県環境整備事業協同

組合 

新潟県廃棄物

対策課 

025-280-5160 

災害時における浄化槽の応

急復旧等に関する協定 

一般社団法人新潟県浄化

槽整備協会 

新潟県廃棄物

対策課 

025-280-5160 

災害時における被災建築物

の解体撤去等に関する応援

協定 

一般社団法人新潟県解体

工事業協会 

新潟県廃棄物

対策課 

025-280-5160 
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災害廃棄物の処理に関する

応援協定 

一般社団法人新潟県産業

資源循環協会 

新潟県廃棄物

対策課 

025-280-5160 

※「災害廃棄物の処理に関する応援協定」は、新潟県と一般社団法人 新潟県産業資源循環協

会が締結している災害時支援協定であり、本市から県へ要請することにより、活用が期待

されることから、一覧に含めて整理している。 

 

第５節 受援体制の構築 

協定や相互支援の枠組み等に基づき、様々な主体からの支援が想定されるため、人的・物

的支援を受け入れるための受援体制を早期に構築する。 

 

 １ 受援体制構築の基本的な流れ 

（1）支援要請が必要な事項及び期間の整理 

○ 支援者への要望（何／誰を、いつまで、どのくらいの数／量、支援が必要か）を可能

な限りとりまとめて支援要請書を作成する。支援先から先遣隊が派遣される場合には、

先遣隊と調整・協議して要望をとりまとめる。 

 

（2）災害対策本部への報告 

○ 上記（１）でとりまとめた結果を、災害対策本部（または受援班/担当）に報告する。 

 

（3）支援の要請 

○ 平時においてあらかじめ検討した支援要請手順を元に、災害の規模や被害状況を踏ま

えて支援要請を行う。支援要請の内容は、県や関東地方環境事務所とも共有する。 

 

（4）受入れ体制の構築 

○ 庁内職員と支援者の業務分担等を具体化しておく等、受援の計画を検討する。 

○ 支援者の執務環境（デスクやパソコン等）を準備する。 

○ 支援者の待機場所、定例ミーティングを開催できる環境を提供する。 

 

（5）支援者との情報共有 

○ 支援者との調整会議を定期的（できれば毎日）に開催し、役割分担、作業内容及び進

捗状況等を確認する。 
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図表２－６ 事前に準備すべき事項、配慮すべき事項 

 

項目 準備内容 

収集運搬計画の立案 ○ 支援先から派遣される先遣隊と調整・協議して収集運搬計画を

立案し、迅速に行動できるよう準備しておく。 

○ 災害廃棄物の集積場所や仮置場等が分かる地図、及び道路の被

害状況等の情報を整理しておく。 

○ 高齢者や障害者等の災害弱者の情報を整理しておく。 

○ 応援車両の燃料を優先確保できるスタンド等を把握しておく。 

○ 「緊急車両」の表示幕を準備しておく。 

スペースの確保 ○ 支援者が執務できるスペースや、活動拠点における作業スペー

ス、待機・休憩スペースを可能な限り提供する。 

○ 可能な範囲で、応援車両の駐車スペースを確保する。 

資機材等の提供 ○ 執務を行う上で必要な文具や、活動を行う上で必要な資機材を

可能な範囲で提供する。 

執務環境の整備 ○ 執務できる環境として、可能な範囲で机、椅子、電話、インタ

ーネット回線等を用意する。 

宿泊場所に関する 

あっせん等 

○ 支援者の宿泊場所の確保については、支援者で確保することを

基本とするが、紹介程度は行う。また、必要に応じて斡旋する。 

○ ホテル等の確保が困難な場合は、避難所となっていない公共施

設や庁舎等の会議室、避難所の片隅等のスペースの提供を検討

する。 

○ 就寝のための布団等を準備する。 

○ 長期的な支援を受ける場合には、支援者のための住まいを確保

することも検討する。（東日本大震災では、支援者のために仮設

住宅を確保した事例もある。） 

後発部隊への引継 ○ 支援が後発部隊に引き継がれる場合には、要望事項や注意事項

を後発部隊にも引き継ぐ。（※先発部隊に対して後発部隊への引

継を要望しておくことも可） 
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２ 想定される支援メニュー及び支援主体 

支援者が速やかに業務に着手できるよう、主体毎の受援メニューを整理しておく。 

 

図表２－７ 想定される支援メニュー及び支援主体 

 

受援メニュー（例） 

学識

経験

者 

他自

治体 

事業者

団体・ 

民間 

事業者 

NPO・ 

災害ボ

ランテ

ィア 

総合調整 対応方針検討、各種業務調整等  〇※1   

実行計画作成 実行計画作成の補助等  〇※1 〇※1  

設計・積算 発注に係る設計・積算補助等  〇※1   

契約 契約事務補助等  〇※1   

書類作成 災害報告書、査定資料等の作成補助等  〇※1   

収集運搬 生活ごみ等の収集運搬、分別作業等  〇 〇 〇 

情報収集 発災後の対応状況等に係る情報収集  〇   

仮置場管理 仮置場における管理状況の監督等  〇 〇  

現地確認 避難所や仮置場等の状況に係る情報収

集 

 〇  〇 

窓口対応 窓口問合せ対応等  〇   

広報 住民への広報（分別等）    〇 

周知 避難所におけるごみの分別指導    〇 

※１ 専門的な知識や過去の経験を有する者 

全
体
を
通
し
て
助
言 
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第３章 一般廃棄物処理施設の被害状況の確認・報告と復旧 

（1）災害時 

○ 一般廃棄物処理施設の運営・管理担当者は、平時に作成した緊急対応マニュアルに基づき、

一般廃棄物処理施設を安全に停止させ、被害状況及び操業再開時期等の情報を集約した上で

災害対策本部に報告する。復旧工事が必要となる場合は、プラントメーカー等の処理施設関

係者に連絡、協議を行い、できるだけ早く再稼働する。 

○ 被災した施設の復旧に係る事業は、国庫補助の対象となるため、その申請に係る事務を行う。 

 

（2）平時 

○ 一般廃棄物処理施設の耐震化を推進し、設備の損壊防止対策を実施するよう努める。 

○ 洪水ハザードマップ等に基づき、防水壁の設置や地盤の嵩上げを検討し、重要機器や受配電

設備等は想定される浸水深以上に配置する等の浸水対策を行う。 

○ 一般廃棄物処理施設の管理担当者は、非常用発電設備の設置や補修等に必要な資機材、燃料、

排ガス処理に使用する薬品、焼却炉の冷却水の備蓄を行い、災害時にも処理が継続できるよ

う努める。 

○ 一般廃棄物処理に係る災害時の BCP（事業継続計画）を策定し、施設の緊急停止、点検、補

修、稼働に係るマニュアルの作成に努める。 

 

図表３－１ 一般廃棄物処理施設の状況 

【焼却施設】 

施設名 
年間 
処理量 
（トン/年） 

稼動 
日数 
（日/年） 

平均 
日量 

（トン/日） 

公称 
能力 

（トン/日） 

対象廃棄物 
処理 
方式 

糸魚川市清
掃センター
ごみ処理施
設 

12,201 
※１ 

354日 
※2 

 

約 34 48 ・家庭系・事業系の燃や
せるごみ 

・プラスチック類、ゴ
ム・皮革製品類 

・し尿処理施設からのし渣 

ストー
カ式 
焼却方
式 

※１ 令和２年度予定処理量  ※２ 1号炉 263日、2号炉 244日稼働予定 

 出典：「糸魚川市環境生活課」（令和２年４月、糸魚川市） 

 

【し尿処理施設】 

施設名 
年間処理量 
（kl/年） 

稼動 
日数 
（日/年） 

平均 
日量 
（kl/日） 

公称 
能力 
（kl/日） 

処理方式 
汚水処理 汚泥 

処理 
資源化 
処理 

糸魚川市清掃セ
ンターし尿処理
施設 

5,629.19※1 289※2 約 19 45 前処理・
希釈→下
水道放流 

- - 

※１ 令和元年度実績 （内訳：生し尿 1,636.02、浄化槽汚泥 3,132.95、その他 860.22） 

※２ 令和元年度実績   出典：「糸魚川市環境生活課」（令和２年４月、糸魚川市） 

 

【最終処分場】 

施設名 
年間処分量 
（トン/年） 

全体容量 
（ｍ３） 

残余容量 
（m3） 

埋立 
終了年度 

対象廃棄物 

糸魚川市一般廃棄
物最終処分場 

366 
（令和 3年度） 

6,000 6,000 令和 17 薬剤処理済ばいじ
ん 

出典：「糸魚川市環境生活課」（令和２年４月、糸魚川市） 
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第４章 生活ごみ・避難所ごみの処理 

生活ごみや避難所ごみには、生ごみ等の腐敗性廃棄物が多く含まれるため、優先して回収・処理す

る。 

 

第１節 生活ごみ・避難所ごみの発生 

災害時の避難所では、非常食の容器等のごみが多く発生し、また、使用済み衣類や携帯トイレ、簡

易トイレ等の平時とは異なるごみが発生する。既存の処理施設が被災した場合、避難所ごみを含む生

活ごみの処理を近隣の市町村に要請することが必要になるため、まずはその量を把握することが必要

となる。そのため、避難者数や発生原単位等から避難所ごみの発生量を推計する。なお、避難所ごみ

の発生量の推計方法は巻末資料を参照のこと。 

 

図表４－１ 避難所で発生する廃棄物の例 

 

種類 発生源 管理方法 

腐敗性廃棄物（生ごみ） 残飯等 悪臭やハエ等の害虫の発生が懸念される。

袋に入れて分別保管し、早急に処理を行う。 

ダンボール 食料・水の梱包 分別して保管する。新聞等も分別する。 

ビニール袋、プラスチック類 食料・水の容器包装等 袋に入れて分別保管する。 

携帯・簡易トイレ 携帯・簡易トイレ 感染や臭気の面でもできる限り密閉する。 

感染性廃棄物（注射針、血の

付着したガーゼ） 

医療行為 保管のための専用容器を安全な場所に設置

して管理する。収集方法に係る医療行為と

の調整（回収方法、処理方法等） 

出典：「災害廃棄物対策指針」を元に一部加筆・修正 

 

第２節 生活ごみ・避難所ごみの収集運搬・処理 

（1）災害時 

【避難所の開設状況の確認】 

○ 災害廃棄物担当部局は、災害対策本部を通じて、各避難所の避難者数、各避難所のごみ置場

の設置場所を確認する。 

 

【収集運搬体制の構築】 

○ 災害廃棄物担当部局は、生活ごみ及び避難所ごみの収集運搬体制を確立する。 

○ 直営車両及び平時の収集運搬委託業者、協定締結先の車両を確保しても必要台数を確保でき

ない場合は、県や D.Waste-Net への広域支援要請、関東地域ブロックにおける災害廃棄物対

策行動計画の枠組み等に基づき、収集運搬車両と人員に係る支援要請を行う。支援要請に当

たっては、支援を必要とする収集運搬車両の種類と台数、支援を必要とする期間を連絡する。 

 

【作業計画の検討】 

○ 避難所ごみの発生量を推計する。推計した発生量、避難所の設置数・場所に基づき、収集ルー

トを決定し、作業計画を検討する。生ごみを含む可燃ごみの収集運搬を最優先に行う。作業

時間は、確保できた人員、車両及び道路状況等により、平時よりも時間を要することを想定

する。 
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【市民への周知及び広報】 

○ 収集するごみの優先順位、臨時的な分別方法、ごみ集積所・収集曜日・収集時間等の一時的な

変更、避難所でのごみの排出方法等について市民へ周知及び広報を行う。 

○ 避難所ごみは、平時の生活ごみとは組成が異なり、特に衣類、ダンボール、容器包装プラスチ

ック等が大量に発生することを踏まえ、分別区分や収集頻度等を設定する。 

○ 市民への周知・広報の方法は、避難所でのちらしの配布・貼紙、広報誌・ホームページ、広報

車、マスコミの利用、自治会へ周知する方法により行う。 

 

【収集運搬の実施、処理先への搬入】 

○ 作業計画に基づき収集運搬を行う。 

○ 生活ごみ・避難所ごみは、仮置場に搬入せず既存の施設で処理を行う。 

○ 一般廃棄物処理施設が操業再開しておらず処理できない場合等については、県及び近隣市町

村へ支援要請を行う。 

○ 事業系ごみについては、基本的には排出事業者の責任において一般廃棄物収集運搬業者に委

託して焼却施設へ搬入するが、状況により本市が収集運搬を行う等柔軟な対応を検討する。 

○ 腐敗した事業系の食品廃棄物が大量に排出された場合など、公衆衛生上重大な影響が見込ま

れ、かつ、真に排出事業者のみで速やかな処理が困難な場合には、本市による収集も検討す

る。 

 

（2）平時 

○ 生活環境の保全、公衆衛生の確保を最優先とし、ごみ種に応じて収集や処理の優先順位を検

討しておく。（例．資源の収集は一時中止し、他の品目の収集に限定する等） 

○ 避難所の数及び場所を把握しておく。 

○ 収集運搬車両の台数、委託先等の情報を整理し、収集運搬車両の調達方法を確認しておく。 

○ 災害時における収集運搬業者・処理先への連絡方法を確認しておく。災害時は、避難所の開

設・閉鎖、避難者数、道路被害・復旧状況等が日々変化するため、収集運搬業者と頻繁に連絡

をとる必要があることから、災害時における連絡方法を決定しておく。 

 

図表４－２ 生活ごみ・避難所ごみの収集運搬車両の台数（令和２年４月時点） 

単位：台 

車両 使用燃料 委託・許可 

パッカー車（回転式） ４トン車 軽油 １ 

５トン車 軽油 １ 

７トン車 軽油 １ 

パッカー車（プレス式） ２トン車 軽油 １ 

３トン車 軽油 １ 

４トン車 軽油 ６ 

７トン車 軽油 15 

パッカー車（リサイクルボディ） ４トン車 軽油 １ 

平ボディ車 1.5トン車 軽油 ２ 

2トン車 軽油 ３ 

４トン車 軽油 １ 

７トン車 軽油 ２ 
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図表４－３ 生活ごみ、避難所ごみの収集運搬・処理に係る関係者の連絡先 

 

項目 名称 部署名 連絡先 

県内連携 新潟県 県民生活・環境部廃棄物対策課 025-285-5511 

ごみ処理 糸魚川市清掃センター 環境生活課 衛生施設係 025-552-1511 

収集･運搬 新潟県環境整備事業協同組合 県民生活・環境部廃棄物対策課 025-285-5511 

 


